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〔
判
示
事
項
〕

一

本
件
免
責
条
項
は
、
公
益
や
信
義
誠
実
の
原
則
と
い
う
そ
の
趣

旨
に
照
ら
し
て
、
保
険
契
約
者
や
保
険
金
受
取
人
以
外
の
第
三
者

の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
招
致
を
も
っ
て
、
保
険
契
約
者
又
は
保

険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
を
も
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

二

第
三
者
の
故
意
に
よ
り
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
当

該
第
三
者
と
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
と
の
経
済
的
利
害

の
共
通
性
な
い
し
当
該
第
三
者
が
保
険
金
を
管
理
又
は
処
分
す
る

権
限
の
有
無
、
行
為
の
動
機
等
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
、
当
該
第

三
者
が
保
険
金
の
受
領
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
し
う
る
立
場
に

あ
る
な
ど
、
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
当
該
第
三
者

の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
を
も
っ
て
保
険
契
約
者
又
は
保

険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
、
本
件
免
責
条
項
に
該
当
す
る
。
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[商
法

五
一
八
]

海
外
旅
行
保
険
の
被
保
険
者
の
死
亡
が
同
行
者
の
故
殺
に

よ
る
も
の
で
、
同
行
者
は
被
保
険
者
の
死
亡
に
よ
る
保
険

金
受
領
に
よ
り
利
益
を
享
受
す
る
立
場
に
あ
り
、
保
険
金

受
取
人
と
同
一
の
地
位
に
あ
る
と
し
て
、
保
険
者
免
責
が

認
め
ら
れ
た
事
例

（
岐
阜
地
裁
平
成
二
三
年
三
月
二
三
日
判
決

平
一
九
ワ
一
一
二
七
号
保
険
金
請
求
事
件
、
請
求
棄
却
、
控
訴

判
例
時
報
二
一
一
〇
号
一
三
一
頁

）



〔
関
連
条
文
〕

(平
成
二
〇
年
改
正
前
）
商
法
六
八
〇
条
、
六
八
三
条

〔
事

実
〕

原
告
Ｘ１
は
専
業
農
家
で
あ
り
、
原
告
Ｘ２
は
こ
れ
を
手
伝
っ
て
い
る
。

Ａ
は
Ｘ１
と
Ｘ２
（
以
下
、「
Ｘ
ら
」
と
す
る
。）
の
長
男
で
あ
る
。
Ａ
に

は
長
姉
Ｂ
、
次
姉
、
三
姉
が
お
り
、
後
述
す
る
本
件
保
険
事
故
当
時
、

二
二
歳
で
あ
っ
た
。
Ｂ
は
Ｘ
ら
の
長
女
で
、
Ａ
の
姉
で
あ
り
、
Ｃ
の

元
妻
で
あ
る
。
Ｂ
と
Ｃ
は
、
一
六
歳
の
こ
ろ
か
ら
交
際
を
始
め
、
昭

和
六
一
年
一
〇
月
二
二
日
に
婚
姻
し
、
平
成
二
年
一
月
二
六
日
に
協

議
離
婚
し
、
平
成
八
年
一
月
二
六
日
に
再
婚
し
、
平
成
二
二
年
九
月

一
五
日
に
再
度
離
婚
し
た
。
本
件
保
険
事
故
当
時
、
Ｃ
と
Ｂ
と
の
仲

は
良
好
で
あ
り
、
二
人
の
子
を
も
う
け
、
家
計
を
一
に
し
て
い
た
。

Ｃ
は
Ａ
と
は
、
Ａ
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
か
ら
面
識
が
あ
る
。

Ｃ
は
、
平
成
八
年
九
月
一
六
日
ご
ろ
、
Ｘ１
か
ら
、
Ｘ
ら
の
自
宅
隣

に
あ
る
Ｘ１
所
有
の
土
地
を
無
償
で
借
り
受
け
、
同
土
地
上
に
建
物
を

建
築
し
、
以
後
Ｃ
は
、
Ｂ
と
同
建
物
に
居
住
し
て
い
た
。
Ｃ
は
平
成

一
〇
年
ご
ろ
、
Ｘ１
所
有
の
土
地
を
月
三
万
円
で
借
り
受
け
（
そ
の
後
、

こ
の
賃
料
は
払
っ
た
り
、
払
わ
れ
な
か
っ
た
り
、
と
い
う
状
況
で
あ

っ
た
。）、
プ
レ
ハ
ブ
の
建
物
を
建
築
し
、
中
古
自
動
車
販
売
を
始
め

た
が
、
一
年
ほ
ど
で
廃
業
し
た
。
Ｃ
は
平
成
一
七
年
終
わ
り
ご
ろ
に

も
開
業
資
金
と
し
て
Ｘ１
か
ら
Ｂ
を
介
し
て
三
〇
万
円
を
借
り
入
れ
、

中
古
車
販
売
業
を
営
む
も
、
業
績
は
そ
の
後
も
思
わ
し
く
な
く
、
Ｃ

は
後
述
す
る
本
件
旅
行
当
時
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
は
じ
め
多
額
の
借
財

を
し
て
お
り
、
本
件
保
険
事
故
後
も
Ｘ１
か
ら
Ｂ
を
介
し
て
、
平
成
一

八
年
八
月
か
ら
平
成
一
九
年
六
月
に
か
け
て
合
計
約
一
〇
〇
〇
万
円

を
借
り
て
い
る
。
Ｃ
は
、
本
件
旅
行
前
後
に
経
済
的
困
窮
が
原
因
で

詐
欺
事
件
、
有
印
公
文
書
変
造
等
事
件
、
不
正
競
争
防
止
法
違
反
事

件
、
業
務
妨
害
事
件
等
の
犯
罪
行
為
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

Ｄ
と
Ｃ
は
、
平
成
一
〇
年
ご
ろ
、
共
通
の
知
人
を
通
じ
て
知
り
合

い
、
家
族
ぐ
る
み
の
つ
き
合
い
を
し
て
い
た
。
Ｄ
も
ま
た
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
を
経
営
な
ど
し
て
い
た
が
、
本
件
保
険
事
故
当
時
、
そ
の

経
営
が
行
き
詰
ま
り
、
平
成
一
八
年
ご
ろ
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
経

営
を
や
め
、
別
の
事
業
を
始
め
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
。
な
お
、

Ｄ
も
傷
害
や
、
器
物
損
壊
事
件
を
お
こ
し
た
り
し
て
い
た
。

ま
た
Ｃ
（
及
び
Ｂ
、
Ａ
、
Ｘ１
）
は
、
本
件
保
険
事
故
発
生
時
ま
で

に
多
数
の
保
険
事
故
（
自
動
車
事
故
）
を
起
こ
し
て
い
る
（
そ
の
う

ち
一
件
は
偽
装
事
故
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い
。）。
そ
の
際
、
Ｘ１
所
有
の
車
両
に
関
し
て
保
険
金
が
請
求
さ

れ
た
場
合
も
あ
る
が
、
Ｘ１
は
保
険
金
の
請
求
手
続
に
関
与
せ
ず
、
別

件
で
Ｘ１
名
義
の
Ｅ
信
金
及
び
Ｆ
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
保
険
金

の
収
受
も
関
知
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
Ｃ
は
、
本
件
保
険
事
故
直

前
に
も
、
知
人
を
協
力
さ
せ
て
偽
装
事
故
を
起
こ
し
て
保
険
金
を
詐
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取
し
て
い
た
。
Ｂ
自
ら
も
複
数
回
の
保
険
事
故
を
起
こ
し
た
り
、
複

数
回
、
保
険
事
故
を
起
こ
し
た
車
両
に
同
乗
し
た
り
し
て
い
た
。
Ｄ

も
ま
た
知
人
に
対
し
、
平
成
二
〇
年
一
月
以
降
に
保
険
金
詐
欺
へ
の

協
力
を
持
ち
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

Ｄ
、
そ
の
妻
及
び
そ
の
子
二
名
（
以
下
、「
Ｄ
家
」
と
い
う
。）、

Ｃ
、
Ｂ
及
び
そ
の
子
二
名
（
以
下
「
Ｃ
家
」
と
い
う
。）
並
び
に
Ａ

（
以
下
、
こ
れ
ら
九
名
を
「
Ｄ
ら
九
名
」
と
い
う
。）
は
、
平
成
一
八

年
六
月
二
五
日
か
ら
二
八
日
の
三
泊
四
日
と
い
う
日
程
で
サ
イ
パ
ン

旅
行
（
以
下
、「
本
件
旅
行
」
と
い
う
。）
に
出
か
け
た
。
そ
の
際
、

出
発
当
日
に
中
部
国
際
空
港
内
の
保
険
カ
ウ
ン
タ
ー
に
て
、
Ｄ
は
、

被
告
Ｙ
保
険
会
社
の
保
険
代
理
店
業
務
に
従
事
す
る
従
業
員
ら
に
対

し
、
Ｄ
ら
九
名
分
の
海
外
旅
行
保
険
の
加
入
を
申
し
出
、
Ａ
（
は
自

ら
）、
Ｄ
家
分
は
Ｄ
が
、
Ｂ
家
分
は
Ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
し
て
海
外

旅
行
保
険
契
約
を
申
し
込
ん
だ
。
さ
ら
に
Ｄ
は
、「
も
っ
と
高
い
の

は
な
い
の
か
。」
と
尋
ね
、
Ｄ
ら
九
名
分
の
海
外
旅
行
保
険
契
約
を
、

死
亡
保
険
金
一
億
円
の
も
の
に
変
更
す
る
旨
申
入
れ
、
Ｄ
が
全
員
分

の
保
険
料
を
支
払
っ
た
。
Ａ
が
Ｙ
と
の
間
で
締
結
し
た
契
約
（
以
下
、

「
本
件
保
険
契
約
」
と
す
る
。）
の
内
容
は
、
保
険
期
間
を
平
成
一
八

年
六
月
二
五
日
か
ら
同
月
二
八
日
ま
で
、
被
保
険
者
（
旅
行
者
）
を

Ａ
、
傷
害
死
亡
保
険
金
額
を
一
億
円
、
死
亡
保
険
金
受
取
人
を
Ａ
の

法
定
相
続
人
、
旅
行
先
を
グ
ア
ム
又
は
サ
イ
パ
ン
、
旅
行
目
的
を
観

光
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
傷
害
死
亡
保
険
金
一
億
円
と
い
う
本
件
保
険
契
約
は
、
通

常
、
空
港
の
保
険
カ
ウ
ン
タ
ー
で
は
案
内
さ
れ
な
い
特
殊
な
も
の
で

あ
り
、
本
件
保
険
事
故
発
生
当
時
、
中
部
国
際
空
港
で
同
契
約
を
締

結
し
た
者
は
、
同
空
港
の
保
険
カ
ウ
ン
タ
ー
で
被
告
と
海
外
旅
行
保

険
契
約
を
締
結
し
た
者
の
う
ち
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
Ｄ
ら
全
員
分
の
保
険
料
合
計
は
、
本
件
旅
行
の
旅
行
代
金
の

一
割
以
上
に
当
た
る
金
額
で
あ
っ
た
。

Ａ
は
、
本
件
保
険
契
約
の
保
険
期
間
中
で
あ
る
平
成
一
八
年
六
月

二
七
日
、
サ
イ
パ
ン
島
内
の
オ
ブ
ジ
ャ
ン
ビ
ー
チ
に
お
い
て
溺
死
し

た
（
以
下
、「
本
件
保
険
事
故
」
と
い
う
。）。

Ａ
が
本
件
保
険
契
約
と
は
別
に
、
保
険
外
交
員
を
し
て
い
た
Ｂ
の

紹
介
で
生
命
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
た
Ｇ
生
命
保
険
相
互
会
社
及

び
本
件
旅
行
を
主
催
し
た
旅
行
代
理
店
と
提
携
し
て
い
た
Ｈ
保
険
会

社
か
ら
、
Ａ
の
死
亡
に
伴
う
死
亡
保
険
金
計
約
五
五
三
〇
万
円
余
が

Ｅ
信
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
が
、
Ｂ
は
Ｅ
信
金
の
通
帳
及
び
カ
ー

ド
を
管
理
し
て
お
り
、
一
年
に
も
満
た
な
い
短
期
間
に
四
六
四
〇
万

円
が
Ｃ
の
事
業
資
金
等
に
あ
て
る
た
め
に
払
い
戻
さ
れ
、
Ｂ
は
、
こ

の
う
ち
原
告
ら
が
使
途
を
把
握
し
て
い
な
い
三
九
二
〇
万
円
（
Ｃ
へ

の
一
〇
〇
〇
万
円
の
貸
付
け
も
含
む
。）
に
つ
い
て
も
払
い
戻
し
て

い
た
（
Ｂ
は
他
に
同
じ
く
Ｘ１
名
義
で
、
Ｂ
が
カ
ー
ド
を
管
理
す
る
Ｆ
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銀
行
口
座
か
ら
も
金
員
を
払
い
戻
し
て
い
た
。）。
一
方
、
Ｘ１
は
Ｇ
及

び
Ｈ
の
保
険
金
の
支
払
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
固
定
資

産
税
の
延
滞
分
を
一
括
返
済
す
る
こ
と
な
く
、
分
割
弁
済
を
続
け
て

い
た
。
ま
た
Ｘ１
は
、「
Ｂ
の
求
め
る
ま
ま
金
員
を
与
え
て
お
り
、
あ

る
限
り
の
資
産
を
与
え
る
つ
も
り
が
あ
る
。」
旨
の
供
述
も
し
て
い

る
。Ｃ

は
本
件
保
険
事
故
後
、
自
動
車
販
売
店
を
Ｘ１
の
所
有
地
か
ら
月

額
賃
料
二
〇
万
円
を
要
す
る
某
所
へ
移
転
し
、
店
舗
を
新
築
し
た
。

こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
、
主
に
Ｅ
信
金
口
座
か
ら
払
い
戻
さ
れ
た
金

員
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。

Ｘ
ら
は
Ｙ
に
対
し
、
本
件
保
険
契
約
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇

〇
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
八
年
七
月
四
日
か
ら
支
払
済

み
ま
で
商
事
法
定
利
率
の
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支

払
を
求
め
た
。

Ｘ
ら
の
請
求
に
対
す
る
認
否
と
し
て
、
Ｙ
は
、
Ａ
が
本
件
保
険
契

約
の
締
結
意
思
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
Ｃ
及
び
Ｄ
の
意
思
が
優

越
し
て
い
る
こ
と
、
Ａ
が
同
契
約
の
保
険
料
を
出
捐
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
し
て
、
Ｃ
及
び
Ｄ
が
本
件
保
険
契
約
の
契
約
者
で
あ
り
、
ま

た
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
、
Ｘ
ら
の
資
産
を
事
実
上
利
用
で
き
る
立
場
に
あ

り
、
本
件
保
険
契
約
の
実
質
的
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
と
し
、
本
件

保
険
事
故
は
、
保
険
契
約
者
か
つ
実
質
的
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
Ｃ

及
び
Ｄ
の
故
意
に
よ
っ
て
招
致
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
疑
い
が
濃
厚
で

あ
り
、
偶
然
の
事
故
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
抗
弁
と
し
て
、

本
件
保
険
事
故
は
、
保
険
契
約
者
か
つ
実
質
的
保
険
金
受
取
人
で
あ

る
Ｃ
及
び
Ｄ
の
故
意
に
よ
っ
て
招
致
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
保
険
契

約
者
又
は
被
保
険
者
の
故
意
、
及
び
傷
害
死
亡
保
険
金
を
受
け
取
る

べ
き
者
の
故
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
傷
害
に
つ
い
て
保
険
者
免
責
を
定

め
た
傷
害
死
亡
保
険
金
支
払
特
約
条
項
四
条
一
項
（
以
下
、「
本
件

免
責
条
項
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
故
意
免
責
を
は
じ
め
、
危
険
著

増
に
よ
る
保
険
契
約
失
効
、
公
序
良
俗
違
反
等
の
抗
弁
を
主
張
し
た
。

〔
判

旨
〕

請
求
棄
却

裁
判
所
は
Ｙ
主
張
の
う
ち
、「
Ｙ
と
保
険
契
約
を
締
結
し
た
の
は

Ｃ
及
び
Ｄ
で
あ
る
。」
と
の
主
張
に
対
し
て
、
契
約
を
締
結
し
た
の

は
Ａ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
し
、
ま
た
、「
傷
害
保
険
に
お
け
る

事
故
の
偶
然
性
と
は
、
被
保
険
者
に
留
ま
ら
ず
、
保
険
契
約
者
及
び

保
険
金
受
取
人
、
さ
ら
に
は
実
質
的
に
み
て
こ
れ
ら
と
同
視
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
故
意
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
も
含
む
」
と
の
主
張
に

つ
い
て
は
、
本
件
保
険
事
故
は
、
被
保
険
者
で
あ
る
Ａ
に
と
っ
て
予

見
し
得
な
か
っ
た
原
因
に
よ
る
事
故
で
あ
っ
て
、「
偶
然
な
事
故
」

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
本
件
免
責
条
項
に
よ
る
故
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意
免
責
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
認
め
て
、
Ｘ
ら

の
請
求
を
棄
却
し
た
。

「
…
…
（
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、）
…
…
次
の
事
情
（
ア

Ａ
の

死
因
に
は
現
場
の
状
況
、
Ａ
の
遺
体
の
状
況
等
か
ら
す
る
と
不
審
な

点
が
あ
り
、
本
件
保
険
事
故
発
生
時
、
Ａ
と
共
に
現
場
ビ
ー
チ
に
い

た
Ｄ
及
び
Ｃ
の
Ａ
死
亡
に
至
る
ま
で
の
説
明
に
著
し
く
不
合
理
な
点

が
あ
る
こ
と
、
イ

Ｄ
及
び
Ｃ
が
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
た
こ
と
、

ウ

Ｘ
ら
と
Ｃ
が
経
済
的
利
害
を
共
通
に
す
る
こ
と
、
エ

本
件
保

険
契
約
締
結
の
経
緯
等
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
オ

Ｃ
及
び
Ｄ
の

親
密
な
関
係

カ

Ｃ
、
Ｂ
及
び
Ｄ
が
別
件
で
保
険
金
請
求
等
を

行
っ
て
い
る
こ
と
＝
筆
者
注
）
が
認
め
ら
れ
、
Ｄ
及
び
Ｃ
両
名
が
、

Ｂ
を
通
じ
て
本
件
保
険
金
を
Ｘ
ら
か
ら
支
出
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し

て
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
得
る
目
的
で
Ａ
に
本
件
保
険
契
約
を
締
結

さ
せ
、
Ａ
の
殺
人
を
目
論
み
、
Ａ
は
両
名
の
故
意
に
よ
り
、
何
ら
か

の
方
法
で
溺
れ
さ
せ
ら
れ
、
本
件
保
険
事
故
が
発
生
し
た
も
の
と
推

認
で
き
る
」。

「
…
…
本
件
免
責
条
項
は
、
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
そ

の
も
の
が
故
意
に
よ
り
保
険
事
故
を
招
致
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、

公
益
や
信
義
誠
実
の
原
則
と
い
う
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
に
照
ら
し

て
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
を
も
っ
て
保
険
契
約

者
又
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
を
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
一
四
年

一
〇
月
三
日
第
一
小
法
廷
判
決
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
の

故
意
に
よ
り
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
当
該
第
三
者
と
保

険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
と
の
経
済
的
利
害
の
共
通
性
な
い
し

当
該
第
三
者
が
保
険
金
を
管
理
又
は
処
分
す
る
権
限
の
有
無
、
行
為

の
動
機
等
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
、
当
該
第
三
者
が
保
険
金
の
受
領

に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
し
得
る
立
場
に
あ
る
な
ど
、
本
件
免
責
条

項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
当
該
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の

招
致
を
も
っ
て
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
の

も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
本
件
免
責
条
項
に
該

当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
Ｄ
が
本
件
保
険
の
保
険
料
の
す

べ
て
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
、
Ｄ
及
び
Ｃ
両
名
が
、
Ｘ
ら
の
子
で
あ

る
Ｂ
を
通
じ
て
本
件
保
険
金
を
Ｘ
ら
か
ら
支
出
さ
せ
る
こ
と
を
企
図

し
て
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
得
る
目
的
で
Ａ
に
本
件
保
険
契
約
を
締

結
さ
せ
、
Ａ
の
殺
人
を
目
論
ん
だ
こ
と
、
Ｃ
は
、
本
件
保
険
契
約
前

か
ら
、
Ｂ
を
通
じ
て
、
Ｘ１
か
ら
事
業
資
金
等
の
援
助
を
受
け
て
い
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｄ
及
び
Ｃ
は
、
本
件
保
険
事
故
が
発
生
し
た
保

険
金
の
受
領
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
、
公
益
や
信
義
誠
実
の
原
則
と
い
う
本
件
免
責
条
項

の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
Ｄ
及
び
Ｃ
が
個
人
的
動
機
に
よ
っ
て
故
意
に

判 例 研 究

145



Ａ
を
死
亡
さ
せ
た
行
為
を
も
っ
て
Ｘ
ら
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
と
す
る
と
、
Ｙ
は
、
本
件
免
責
条
項
に
よ
り
本
件
保
険
金
の

支
払
を
免
責
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

〔
研

究
〕

判
旨
賛
成

一

本
件
は
、
海
外
旅
行
保
険
（
傷
害
保
険
）
に
お
い
て
、
被
保
険

者
が
（
偶
然
・
急
激
・
外
来
の
事
故
に
よ
っ
て
被
っ
た
身
体
の
傷
害

に
よ
っ
て
）
死
亡
し
た
時
に
死
亡
保
険
金
に
つ
き
、
保
険
者
の
免
責

が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
事
例
で
あ
る
が
、
海
外
で
の
事
故
で
現

場
の
目
撃
証
言
も
な
く
、
現
地
警
察
は
事
故
死
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、

刑
事
事
件
と
し
て
は
立
件
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
故
殺
を

立
証
す
る
の
は
相
当
困
難
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
保
険
者
と
し
て
は
、

一
般
に
支
払
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
（
現
に
本
件
に
お
い
て
も
Ａ
の

死
亡
に
絡
み
、
Ｙ
以
外
の
保
険
会
社
は
保
険
金
支
払
に
応
じ
て
い

る
。）
と
も
考
え
る
と
こ
ろ
、
本
件
被
告
が
あ
え
て
法
廷
に
て
争
う

と
い
う
態
度
を
示
し
た
こ
と
は
、
実
務
上
、「
社
会
正
義
の
実
現
」

と
い
う
見
地
か
ら
も
注
目
す
べ
き
事
例
で
あ
る
（
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル

一
八
四
六
号
一
六
四
頁
以
下
、
本
件
判
決
紹
介
コ
メ
ン
ト
）。
ま
た
、

本
件
に
お
い
て
故
殺
者
と
さ
れ
た
の
は
保
険
金
受
取
人
の
娘
婿
と
そ

の
友
人
で
あ
り
、
保
険
金
受
取
人
と
同
一
視
す
る
に
は
一
見
「
縁
遠

い
」
と
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
、
最
判
平
成

一
四
年
一
〇
月
三
日
民
集
五
六
巻
八
号
一
七
〇
六
頁
（
以
下
、「
平

成
一
四
年
判
決
」
と
す
る
。）
を
引
用
し
つ
つ
、
間
接
事
実
の
積
み

重
ね
に
よ
り
、
保
険
金
受
取
人
と
同
一
視
し
う
る
と
判
じ
た
本
件
判

旨
の
態
度
は
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
防
止
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る

と
理
解
で
き
る
。

本
件
で
は
、
傷
害
保
険
特
有
の
問
題
と
し
て
は
、
傷
害
保
険
に
お

け
る
事
故
の
「
偶
然
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
以
外
は
特
に
争
い
と
な

ら
ず
、
ま
た
Ａ
の
死
亡
も
、
間
接
事
実
の
詳
細
な
検
討
と
積
み
上
げ

に
よ
り
、
そ
れ
が
Ｃ
、
Ｄ
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
判

示
部
分
に
つ
い
て
も
、
特
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
本

件
事
例
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
保
険
契
約
者
や
保
険
金
受
取
人
以

外
の
第
三
者
が
保
険
事
故
を
招
致
し
た
場
合
に
保
険
者
の
免
責
が
認

め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
本
件
免
責
条
項
及
び
改
正
前
商
法

六
八
〇
条
一
項
二
号
に
い
う
「
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
へ
キ
者
」
の
解

釈
と
し
て
は
、
一
般
に
保
険
契
約
上
の
保
険
金
受
取
人
名
義
と
な
っ

て
い
る
者
の
ほ
か
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人
や
相
続
人
、
保
険
金

請
求
権
の
質
権
者
等
も
含
ま
れ
る
（
大
森
忠
夫
「
保
険
法
（
補
訂

版
）」（
有
斐
閣
・
昭
和
六
〇
年
）
二
九
三
頁
等
）
と
さ
れ
る
。
な
お
、

現
行
保
険
法
五
一
条
（
八
〇
条
）
三
号
は
「
保
険
金
受
取
人
」
と
文
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言
が
変
更
さ
れ
、
同
二
条
五
号
で
は
「
保
険
金
受
取
人
」
と
は
、

「
保
険
給
付
を
受
け
る
者
と
し
て
生
命
保
険
契
約
又
は
傷
害
疾
病
定

額
保
険
契
約
で
定
め
る
も
の
」
と
さ
れ
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人

や
相
続
人
、
保
険
金
請
求
権
の
質
権
者
等
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
が
、

保
険
法
五
一
条
（
八
〇
条
）
三
号
が
類
推
適
用
さ
れ
、
結
論
的
に
は

こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
（
潘
阿
憲
「
保
険
法
概
説
」（
中
央
経
済

社
・
平
成
二
二
年
）
二
四
〇
頁
、
結
論
同
旨
、
岡
田
豊
基
「
現
代
保

険
法
」（
中
央
経
済
社
・
平
成
二
二
年
）
三
六
八
頁
）、
こ
れ
に
よ
り

生
命
保
険
約
款
の
故
殺
免
責
条
項
の
適
用
範
囲
も
狭
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
久
保
田
光
昭
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
保

険
法
判
例
百
選
（
平
成
二
二
年
）
一
七
三
頁
）。
た
だ
、
本
件
事
例

に
お
け
る
故
殺
者
は
本
来
、
右
の
商
法
・
保
険
法
や
約
款
免
責
条
項

の
対
象
の
外
縁
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
い
え
、
上
記
の
者
と
は
、
そ

の
位
置
づ
け
は
異
な
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
も
生
命
保
険
に
お
け
る

第
三
者
に
よ
る
故
意
の
事
故
招
致
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
。

二

保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
に
よ
る
被
保
険
者
故
殺
の
際
の
保
険

者
免
責
の
根
拠
は
、
判
例
、
学
説
に
よ
る
と
、
保
険
の
「
偶
然
性
」

に
反
す
る
こ
と
（
最
判
昭
和
四
二
年
一
月
三
一
日
民
集
二
一
巻
一
号

七
七
頁
の
ほ
か
、
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
八
月
八
日
判
時
一
一
六

八
号
一
四
八
頁
（
以
下
、「
昭
和
五
九
年
判
決
」
と
す
る
。）、
東
京

地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
七
日
金
判
一
〇
七
九
号
四
〇
頁
（
以
下
、

「
平
成
一
一
年
②
判
決
」
と
す
る
。）
や
、「
平
成
一
四
年
判
決
」
に

お
け
る
反
対
意
見
等
）、
保
険
者
は
通
常
（
故
意
の
事
故
招
致
の
よ

う
な
）
著
し
く
高
度
な
危
険
を
引
き
受
け
る
意
思
を
有
し
な
い
か
ら
、

保
険
契
約
当
事
者
間
の
衡
平
の
見
地
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
に

危
険
な
事
実
を
除
外
し
て
保
険
を
引
き
受
け
た
と
解
す
る
説
（
竹
濱

修
「
保
険
事
故
招
致
免
責
規
定
の
法
的
性
質
と
第
三
者
の
保
険
事
故

招
致
㈡
」
立
命
館
法
学
一
七
一
号
（
昭
和
五
八
年
）
六
八
二
頁
）
も

あ
る
が
、
通
説
は
公
益
、
信
義
則
に
反
す
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し

て
挙
げ
る
（
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
榊
基
寛
「
故
殺
・
自

殺
・
保
険
事
故
招
致
免
責
の
法
的
根
拠
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
還
暦
記

念
『
企
業
法
の
理
論
』
下
巻
（
商
事
法
務
・
平
成
一
九
年
）
三
一
一

頁
以
下
参
照
）。
特
に
故
殺
者
が
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
場
合
の
保

険
者
免
責
の
根
拠
は
公
益
性
、
保
険
契
約
者
の
場
合
は
信
義
則
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
西
嶋
梅
治
「
保
険
法
（
第
三
版
）」

（
悠
々
社
・
平
成
一
〇
年
）
三
六
四
頁
以
下
、
江
頭
憲
治
郎
「
商
取

引
法
（
第
六
版
）」（
弘
文
堂
・
平
成
二
二
年
）
五
一
六
頁
以
下
等
）

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
の
よ
う
に
第
三
者
に
よ
る
保
険
事

故
招
致
の
事
例
の
場
合
、
保
険
者
免
責
と
な
る
第
三
者
の
範
囲
が
法

や
約
款
等
で
示
さ
れ
て
い
な
い
生
命
保
険
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
公
益

又
は
信
義
則
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
第
三
者
の
範
囲
、
保
険
者
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免
責
と
す
る
理
由
づ
け
や
基
準
等
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
第
三
者
の
故
意
の
事
故
招
致
に
際
し
、
保
険
者
免
責
を
認

め
る
そ
の
理
論
構
成
で
あ
る
が
、
損
害
保
険
に
お
い
て
、
保
険
の
目

的
物
を
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
の
行
為
を

被
保
険
者
の
そ
れ
と
評
価
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
代
表
者
責
任
論
」
を

生
命
保
険
に
も
応
用
し
、「
リ
ス
ク
実
現
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
者
」

に
よ
る
事
故
招
致
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
保
険
者
免
責
の
可
否
を

決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
岡
田
豊
基
「
判
批
」
文
研
保
険

事
例
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
一
五
五
号
（
平
成
一
二
年
）
六
頁
、
西
島
梅

治
「
判
批
」
銀
行
法
務

五
七
五
号
（
平
成
一
二
年
）
五
八
頁
）
も

21

あ
る
が
、
生
命
保
険
の
場
合
は
被
保
険
者
の
死
亡
リ
ス
ク
を
管
理
す

る
の
は
被
保
険
者
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
を
第
三
者
が
管
理
す
る
と
い

う
こ
と
は
考
え
が
た
い
（
竹
濱
修
「
判
批
」
保
険
事
例
研
究
会
レ

ポ
ー
ト
一
七
九
号
（
平
成
一
五
年
）
一
八
頁
）
の
で
、
生
命
保
険
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
採
り
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
責

任
主
義
」
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
説
明
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。「
自
己

責
任
主
義
」
と
は
、
被
保
険
者
や
保
険
契
約
者
以
外
の
第
三
者
が
故

意
の
事
故
を
招
致
し
て
も
、
保
険
者
は
当
然
に
は
免
責
と
な
ら
な
い

と
い
う
立
場
（
大
森
忠
夫
「
保
險
契
約
の
法
的
構
造
」（
有
斐
閣
・

昭
和
二
七
年
）
二
三
五
頁
以
下
）
で
あ
る
が
、
そ
の
う
え
で
、
い
わ

ば
修
正
則
と
し
て
、
保
険
者
免
責
規
定
（
及
び
同
旨
の
約
款
）
の
趣

旨
に
照
ら
し
て
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
と
事
故
招
致
者
（
故

殺
者
）
と
が
あ
る
一
定
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
保
険
者
免
責
と
す
る

も
、
保
険
者
免
責
と
な
る
そ
の
故
殺
者
の
範
囲
は
ど
の
よ
う
な
範
囲

に
及
ぶ
（
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
場
合
ま
で
絞
り
込
む
）
の
か
が
問

題
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
生
命
保
険
に
お
け
る
第
三
者
の
事
故
招
致
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
保
険
契
約
者
・
保
険
金
受
取
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
、

法
人
の
代
表
者
そ
の
他
取
締
役
が
、
被
保
険
者
を
故
意
に
殺
害
し
た

場
合
に
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
公
表
さ
れ
た
も
の
で
は
、「
昭
和
五
九
年
判

決
」、
札
幌
地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
五
日
金
判
一
〇
七
九
号
三
二

頁
（
以
下
、「
平
成
一
一
年
①
判
決
」
と
す
る
。）
及
び
そ
の
別
訴
で

あ
る
「
平
成
一
一
年
②
判
決
」、
東
京
高
判
平
成
一
三
年
三
月
一
三

日
判
時
一
七
四
四
号
一
二
五
頁
（
以
下
、「
平
成
一
三
年
①
判
決
」

と
す
る
。）、
神
戸
地
裁
姫
路
支
判
平
成
一
三
年
八
月
六
日
生
命
保
険

判
例
集
一
三
巻
六
二
五
頁
（
以
下
、「
平
成
一
三
年
②
判
決
」
と
す

る
。）、「
平
成
一
四
年
判
決
」
等
が
あ
る
。

一
方
、
本
件
と
同
じ
く
保
険
契
約
者
、
保
険
金
受
取
人
が
自
然
人

で
あ
る
事
例
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
大
阪
地
判
昭
和
六
二
年

一
〇
月
二
九
日
文
研
生
命
保
険
判
例
集
五
巻
一
七
二
頁
（
以
下
、

「
昭
和
六
二
年
判
決
」
と
す
る
。）
及
び
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
四
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月
二
四
日
判
例
時
報
二
〇
五
一
号
一
四
七
頁
（
以
下
、「
平
成
二
一

年
判
決
」
と
す
る
。）
が
あ
る
。
こ
の
昭
和
六
二
年
判
決
、
平
成
二

一
年
判
決
は
、
い
ず
れ
も
保
険
金
受
取
人
Ｘ
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

親
権
者
（
あ
る
い
は
殺
害
後
親
権
者
と
な
っ
た
）
Ｂ
が
被
保
険
者
Ａ

を
殺
害
し
た
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
前
者
は
保
険
金
受
取
人
が
二

歳
の
幼
児
で
あ
っ
た
場
合
（
保
険
者
は
免
責
。）、
後
者
は
、
保
険
金

受
取
人
が
未
成
年
の
子
で
は
あ
る
が
、
学
齢
（
六
歳
か
ら
一
四
歳
）

に
達
し
て
い
る
場
合
（
た
だ
し
、
Ｂ
に
よ
る
Ａ
の
殺
害
は
認
定
さ
れ

ず
、
保
険
者
有
責
。）
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
は
、
保
険
金
受
取

人
が
成
人
で
あ
り
制
限
能
力
者
で
は
な
い
こ
と
、
か
つ
、
故
殺
者
が

保
険
金
受
取
人
の
娘
婿
及
び
そ
の
友
人
で
あ
り
、
保
険
金
受
取
人
の

親
権
者
や
後
見
人
、
同
居
家
族
等
で
も
な
く
、
特
筆
す
べ
き
事
例
と

い
え
る
。
そ
し
て
本
件
判
決
は
、
法
人
が
保
険
金
受
取
人
の
事
例
で

あ
る
平
成
一
四
年
判
決
の
判
旨
を
引
用
し
て
い
る
が
、
法
人
の
代
表

者
や
取
締
役
で
も
制
限
能
力
者
の
法
定
代
理
人
で
も
な
い
Ｃ
、
Ｄ
に

お
い
て
も
、
保
険
金
受
取
人
と
同
一
視
で
き
る
の
か
、
殊
に
保
険
金

を
受
け
取
る
べ
き
者
と
同
一
視
し
う
る
基
準
と
し
て
、
Ｃ
、
Ｄ
の
何

を
も
っ
て
「
保
険
金
受
領
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
で
き
る
立
場
に

あ
る
者
」
に
当
た
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

保
険
契
約
者
、
保
険
金
受
取
人
が
法
人
で
あ
る
上
記
諸
裁
判
例
に

お
い
て
は
、
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
法

人
関
係
者
に
よ
る
被
保
険
者
故
殺
が
法
人
の
行
為
と
し
て
同
一
視
で

き
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
、
昭
和
五
九
年

判
決
は
、
や
や
漠
然
と
し
て
お
り
、「
…
…
法
人
は
（
前
記
）
免
責

の
趣
旨
に
照
ら
し
、
法
人
の
機
関
で
あ
る
取
締
役
等
の
地
位
に
あ
る

者
の
被
保
険
者
故
殺
で
法
人
に
よ
る
被
保
険
者
故
殺
と
評
価
で
き
る

も
の
を
も
っ
て
免
責
事
由
と
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」
と
し
た
う
え
で
、
当
該
会
社
取
締
役
に
よ
る
被
保
険
者
故
殺
が

保
険
金
取
得
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
併
せ
、「
…
…
こ
の
場
合
に
も

保
険
者
が
保
険
金
の
支
払
義
務
を
負
う
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
公

序
良
俗
違
反
で
あ
り
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
」
と
し
た
が
、

そ
の
他
の
判
決
、
例
え
ば
、
前
述
の
平
成
一
四
年
判
決
は
「
…
…

（
故
殺
者
が
）
法
人
を
実
質
的
に
支
配
若
し
く
は
事
故
後
直
ち
に
会

社
を
実
質
的
に
支
配
し
う
る
立
場
に
あ
り
、
又
は
、
保
険
金
の
受

領
・
管
理
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
し
う
る
立
場
に
あ
る
な
ど
、
約

款
免
責
条
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
故
殺
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事

故
招
致
を
も
っ
て
会
社
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
は
、
本
件
免
責
条
項
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
実
質
的
支
配
」
と
「
利
益
の
直
接
享
受
」

の
二
つ
の
基
準
を
挙
げ
る
。

こ
の
「
実
質
的
支
配
」
と
「
利
益
の
直
接
享
受
」
の
両
者
の
関
係

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
る
。
両
者
が
並
立
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し
て
い
る
と
読
む
な
ら
ば
、
一
つ
は
法
人
の
「
実
質
的
支
配
」
が
認

め
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば
法
人
の
代
表
者
、
あ
る
い
は
事
実
上
の
代

表
者
）
の
ほ
か
、「
利
益
の
直
接
享
受
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
実

質
的
保
険
金
受
取
人
）
に
保
険
者
免
責
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

と
も
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
実
質
的
に
支
配
」
し
て
い
れ
ば
、

「
実
質
的
な
保
険
金
受
取
人
」
と
も
評
価
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と

は
言
え
よ
う
か
ら
、「
実
質
的
支
配
」
と
い
う
基
準
は
、
事
実
上
の

代
表
者
と
い
う
観
点
と
実
質
的
な
保
険
金
受
取
人
と
い
う
観
点
の
両

方
で
問
題
と
な
り
う
る
（
山
下
友
信
「
保
険
法
」（
有
斐
閣
・
平
成

一
七
年
）
四
七
五
頁
以
下
）。
あ
る
い
は
、
実
質
的
保
険
金
受
取
人

の
ほ
か
、
保
険
契
約
の
締
結
に
関
与
し
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
を
認

識
し
て
保
険
金
取
得
目
的
で
故
殺
し
た
取
締
役
等
を
実
質
的
な
保
険

契
約
者
と
し
て
保
険
者
免
責
の
対
象
と
す
る
説
（
遠
山
聡
「
法
人
契

約
に
お
け
る
被
保
険
者
故
殺
免
責
」
生
命
保
険
論
集
一
五
八
号
（
平

成
一
九
年
）
一
七
二
頁
以
下
）
も
あ
る
。
一
方
、「
実
質
的
支
配
」

は
「
利
益
の
直
接
享
受
」
を
認
め
る
た
め
の
判
断
基
準
、
あ
る
い
は

前
提
と
し
て
と
ら
え
る
、
と
の
考
え
を
と
る
説
も
有
力
で
あ
る
（
後

藤
元
「
判
批
」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
一
巻
二
号
（
平
成
一
六
年
）
二

九
四
頁
、
今
井
和
男
「
判
批
」
保
険
事
例
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
一
八
六

号
（
平
成
一
六
年
）
一
一
頁
。
同
旨
出
口
正
義
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七

七
〇
号
（
平
成
一
五
年
）
一
〇
八
頁
）。
他
人
の
受
領
す
る
保
険
金

に
つ
き
「
利
益
の
直
接
享
受
」
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
保
険
契

約
の
締
結
、
管
理
等
に
つ
き
、「
実
質
的
支
配
」
の
事
実
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、「
利
益
の
直
接
享
受
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
な
お
、
中

西
正
明
「
生
命
保
険
の
法
人
契
約
と
事
故
招
致
免
責
」
大
阪
学
院
大

学
法
学
研
究
三
〇
巻
一
・
二
号
（
平
成
一
六
年
）
二
九
頁
以
下
で
は
、

平
成
一
一
年
①
判
決
へ
の
検
討
に
お
い
て
、「
実
質
的
支
配
」
者
で

あ
る
が
故
に
、「
保
険
金
受
領
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
す
る
」
者

た
り
う
る
と
し
、「
利
益
の
直
接
享
受
」
は
「
実
質
的
支
配
」
の
一

つ
の
属
性
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。）。

三

次
に
、
そ
も
そ
も
「
実
質
的
支
配
」
あ
る
い
は
「
直
接
の
利
益

享
受
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
い
か

な
る
具
体
的
事
実
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
昭
和
五
九
年
判
決
、

平
成
一
三
年
①
判
決
で
は
、
会
社
の
代
表
取
締
役
が
被
保
険
者
を
殺

害
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
平
成
一
一
年
①
判
決
、
平
成
一
一
年
②
判

決
、
平
成
一
三
年
②
判
決
、
平
成
一
四
年
判
決
は
、
会
社
の
代
表
取

締
役
で
あ
る
被
保
険
者
を
同
会
社
の
取
締
役
が
殺
害
し
た
事
例
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
、
要
す
る
に
（
保
険
事
故
発
生
時
、

あ
る
い
は
発
生
後
）
故
殺
者
が
会
社
を
実
質
的
に
支
配
す
る
「
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
」
た
る
存
在
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
何
を
も
っ
て
当
該
故
殺
者
が
法
人
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
あ
る
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か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
被
保
険
者
の
殺
害
に
よ
っ
て
当
該
故
殺
者
が

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
な
る
か
を
判
断
す
る
に
は
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ

る
。
こ
の
点
、
平
成
一
四
年
判
決
に
よ
れ
ば
、「
会
社
の
規
模
や
構

成
、
保
険
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
当
該
取
締
役
（
故
殺
者
＝
筆
者

注
）
の
会
社
に
お
け
る
地
位
や
影
響
力
、
当
該
取
締
役
の
会
社
と
の

経
済
的
利
益
の
共
通
性
な
い
し
当
該
取
締
役
が
保
険
金
を
管
理
又
は

処
分
す
る
権
限
の
有
無
、
行
為
の
動
機
等
の
諸
事
情
」
等
を
総
合
勘

案
し
て
判
断
す
る
、
と
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
平
成
一

三
年
②
判
決
は
、
故
殺
者
で
あ
る
取
締
役
は
被
保
険
者
で
あ
り
兄
で

あ
る
代
表
取
締
役
を
殺
害
し
て
も
な
お
、
保
険
金
請
求
時
は
（
兄
死

亡
後
、
代
表
取
締
役
に
返
り
咲
い
て
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
な
っ
た
）
父

親
に
次
ぐ
会
社
の
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
で
あ
っ
た
た
め
、
判
旨
に
も
「
実

質
的
支
配
」
の
文
言
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
次
期
ナ
ン
バ
ー
ワ

ン
含
み
の
立
場
に
い
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
代
表
者
で
あ
り
、

「
利
益
を
直
接
享
受
」
し
得
る
者
（
実
質
的
保
険
金
受
取
人
）
で
あ

る
と
し
て
、
保
険
者
免
責
を
認
め
て
い
る
。）。

学
説
で
は
、
保
険
金
受
取
人
又
は
保
険
契
約
者
と
同
一
視
で
き
る

法
人
の
関
係
者
の
範
囲
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
事
故
招
致
の
範
囲
を
、

法
人
の
利
益
と
故
殺
者
の
利
益
と
が
直
結
す
る
よ
う
な
場
合
、
例
え

ば
、
同
族
会
社
の
オ
ー
ナ
ー
社
長
等
の
代
表
取
締
役
や
、
高
度
の
支

配
力
を
有
す
る
株
主
・
社
員
等
の
実
質
的
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に
限
ろ
う

と
す
る
立
場
（
山
下
・
前
掲
四
七
四
頁
以
下
、
特
に
注

、

参
照
、

67)

70)

後
藤
・
前
掲
二
九
五
頁
も
同
旨
か
。）
が
あ
る
が
、
法
人
の
経
営
を

掌
握
し
て
い
る
も
の
の
、
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
で
な
く
、
経
済
的
に
法

人
と
利
害
を
共
通
し
な
く
て
も
、
保
険
金
取
得
目
的
を
有
す
る
場
合

に
は
、
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
長
も
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解

（
高
部
眞
規
子
「
判
例
解
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
五
号
（
平
成
一

五
年
）
一
九
四
頁
）
や
、
法
人
を
全
面
的
に
支
配
し
て
い
な
く
て
も
、

保
険
契
約
の
締
結
・
継
続
又
は
保
険
金
の
受
領
・
管
理
の
権
限
を
有

す
る
立
場
に
あ
れ
ば
よ
い
（
中
西
・
前
掲
四
九
頁
）
と
い
う
見
解
も

あ
る
。

保
険
金
受
取
人
が
個
人
で
あ
る
事
例
を
見
る
な
ら
ば
、
昭
和
六
二

年
判
決
、
平
成
二
一
年
判
決
は
「
実
質
的
支
配
」、「
利
益
の
直
接
享

受
」
と
い
う
基
準
を
直
接
用
い
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
昭
和
六
二
年

判
決
は
、「
Ｂ
（
保
険
金
受
取
人
の
親
権
者
）
は
…
…
Ａ
（
被
保
険

者
）
を
殺
害
し
て
保
険
金
を
詐
取
す
る
目
的
で
、
Ａ
を
し
て
保
険
金

受
取
人
を
Ｘ
と
す
る
本
件
保
険
契
約
を
締
結
さ
せ
た
こ
と
、
Ｘ
は
当

時
二
歳
と
年
少
で
、
Ｂ
の
庇
護
の
も
と
に
あ
り
、
実
質
上
は
Ｂ
が
右

保
険
金
の
受
取
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｙ

ら
（
保
険
者
）
は
商
法
六
八
〇
条
に
よ
り
本
件
保
険
契
約
の
保
険
金

支
払
を
免
責
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
幼
児
（
二

歳
）
で
あ
り
、
自
身
で
何
ら
判
断
す
る
能
力
も
な
い
保
険
金
受
取
人
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に
対
し
、
故
殺
者
が
単
独
で
親
権
を
持
つ
法
定
代
理
人
と
し
て
、
契

約
を
締
結
、
維
持
管
理
し
、
独
占
的
に
財
産
管
理
も
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
保
険
金
受
取
人
を
「
実
質
的
に
支
配
」
し
、

よ
っ
て
「
直
接
の
利
益
享
受
」
も
し
て
い
た
と
も
評
価
し
う
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
基
準
は
両
方
と
も
、
昭
和
六
二
年
判
決
に
も
当
て
は
ま
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
平
成
二
一
年
判
決
で
は
、
控
訴
人
（
で
あ
り
、
保
険
者
）

で
あ
る
Ｙ
か
ら
の
「
Ｂ
は
、
Ｘ
ら
を
実
質
的
に
支
配
し
、
本
件
保
険

金
受
領
に
よ
る
利
得
を
直
接
享
受
で
き
る
と
い
え
る
か
ら
、
Ｂ
に
よ

る
保
険
事
故
の
招
致
は
、
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
Ｘ
ら
の
行
為
と
同

一
の
も
の
と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
」
旨
の
主
張
を
受
け
て
、
判
旨

は
、（
仮
に
Ｂ
が
故
殺
者
と
し
て
、）
公
益
や
信
義
誠
実
の
原
則
に
て

ら
し
、
Ｂ
の
行
為
が
Ｘ
の
行
為
と
同
一
に
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
基
準
を
掲
げ
る
。
そ
の
う
え
で
、
Ｘ１
か
ら
Ｘ４
が
未
成
年
で
は

あ
る
が
、
乳
幼
児
で
は
な
く
、
本
件
保
険
事
故
発
生
時
に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
学
齢
期
（
六
歳
か
ら
一
四
歳
）
に
達
し
て
お
り
、
保
険
金

受
取
人
が
自
分
達
で
あ
り
、
自
分
達
の
保
険
金
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
訴
訟
時
は
Ｘ
ら
の

親
権
者
は
故
殺
者
Ｂ
で
あ
る
が
、
本
件
保
険
事
故
発
生
当
時
は
、
Ｘ１

か
ら
Ｘ４
の
う
ち
、
Ｘ１
、
Ｘ２
の
親
権
者
は
被
保
険
者
の
Ａ
で
あ
り
、
彼

ら
は
Ｂ
と
は
別
居
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
保
険
事
故
発
生
当
時
、
保

険
金
の
実
質
的
取
得
者
が
Ｂ
で
あ
る
と
は
認
め
が
た
く
、
Ｂ
の
行
為

を
Ｘ
ら
の
行
為
と
同
一
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。

さ
ら
に
、
保
険
契
約
の
締
結
は
Ｘ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
Ａ
が
な
し
た

も
の
で
、
Ｂ
は
そ
こ
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
保
険
金
取
得
目
的
も

認
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
ら
の
保
険
金
受
取
り
を

否
定
す
る
こ
と
は
保
険
契
約
者
で
あ
る
Ａ
の
意
思
に
明
ら
か
に
反
し
、

ま
た
Ｘ
ら
の
利
益
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
相
当
で
な
い

と
し
、
も
し
、
Ｂ
が
保
険
金
を
Ｘ
ら
の
た
め
に
で
は
な
く
、
自
ら
の

た
め
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
親
権
喪
失
の
手
続
（
民
八

三
四
条
）
等
に
よ
れ
ば
足
り
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

（
同
判
決
で
保
険
者
が
免
責
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
他
の
要
素
も
あ

る
も
の
の
、）
保
険
金
受
取
人
本
人
に
保
険
金
が
自
分
の
も
の
で
あ

る
と
の
認
識
が
あ
る
場
合
に
は
、
生
活
上
、
親
権
者
の
保
護
監
督
下

に
あ
っ
て
も
、
親
権
者
で
あ
る
故
殺
者
は
保
険
金
受
取
人
を
「
実
質

的
に
支
配
」
し
た
と
は
い
え
ず
、
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
）
保
険
金
取

得
に
よ
る
「
利
益
の
直
接
享
受
」
も
な
い
、
と
判
断
す
る
余
地
が
大

き
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
二
判
決
か
ら
す
る
と
、
保
険
契
約
者
・

保
険
金
受
取
人
が
個
人
で
あ
る
生
命
保
険
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
、

「
実
質
的
支
配
」
及
び
「
利
益
の
直
接
享
受
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
第
三
者
の
故
殺
者
と
保
険
金
受
取
人
と
を
同
一
視
す
る
に

は
、
保
険
金
受
取
人
が
自
分
の
立
場
を
認
識
し
、
自
ら
の
保
険
金
と
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し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
し

て
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
件
判
決
で
は
、
故
殺
者
と
保
険
金
受
取
人
を
同

一
視
す
る
基
準
と
し
て
、「
直
接
の
利
益
享
受
」
の
み
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
保
険
金
受
取
人
が
た
と
え
ば
法
人
や
未
成
年
、
成
年
被
後

見
人
等
で
あ
れ
ば
「
実
質
的
支
配
」
が
「
直
接
の
利
益
享
受
」
を
認

定
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
ひ
い
て
は
保
険
者
免
責
の
基
準
と
し

て
重
視
さ
れ
る
の
は
分
か
る
が
、
本
件
の
場
合
は
、
保
険
金
受
取
人

で
あ
る
Ｘ
ら
は
成
人
で
あ
り
、
Ｃ
、
Ｄ
と
同
居
し
て
い
た
わ
け
で
も

な
く
、
生
活
上
、
何
ら
か
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
実
質
的
支
配
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
、
と
も
解

さ
れ
る
。
し
か
し
、
残
る
「
利
益
の
直
接
享
受
」
に
つ
き
、
本
件
判

決
は
、「
Ｄ
が
本
件
保
険
の
保
険
料
の
す
べ
て
を
支
払
っ
て
い
る
こ

と
、
Ｄ
及
び
Ｃ
両
名
が
、
Ｘ
ら
の
子
で
あ
る
Ｂ
を
通
じ
て
本
件
保
険

金
を
Ｘ
ら
か
ら
支
出
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
利
益

を
得
る
目
的
で
Ａ
に
本
件
保
険
契
約
を
締
結
さ
せ
、
Ａ
の
殺
人
を
目

論
ん
だ
こ
と
、
Ｃ
は
本
件
保
険
契
約
前
か
ら
、
Ｂ
を
通
じ
て
Ｘ１
か
ら

事
業
資
金
等
の
援
助
を
受
け
て
い
た
こ
と
」
を
「
利
益
の
直
接
享

受
」
を
認
定
す
る
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
法
人
契
約
か
個
人

契
約
か
、
と
い
う
違
い
（
よ
っ
て
「
会
社
の
規
模
や
構
成
」
や
「
会

社
に
お
け
る
故
殺
者
の
地
位
」
は
、
本
件
で
は
除
外
さ
れ
よ
う
。）

は
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、
行
為
の
動
機
（
保
険
金
取

得
目
的
）
の
ほ
か
、
上
記
平
成
一
四
年
判
決
の
要
素
と
相
応
し
て
い

る
か
、
す
な
わ
ち
、
Ｃ
、
Ｄ
が
Ｘ
ら
か
ら
同
人
の
娘
で
あ
る
Ｂ
経
由

で
、
受
取
人
が
取
得
し
た
保
険
金
（
相
当
額
）
の
お
金
を
取
得
し
、

自
由
に
処
分
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
利
益
を
「
直

接
」
享
受
す
る
立
場
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
一
見

す
る
と
や
や
疑
問
に
残
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

本
件
判
決
を
つ
ぶ
さ
に
み
る
な
ら
ば
、「
…
…
Ｃ
は
本
件
保
険
契

約
前
か
ら
、
Ｂ
を
通
じ
て
、
Ｘ１
か
ら
事
業
資
金
等
の
援
助
を
受
け
て

い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
本
件
保
険
事
故
が
発
生
し
た

保
険
金
の
受
領
に
よ
る
利
益
を
直
接
享
受
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
…
…
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
確
か
に
Ｃ
、
Ｄ
は

Ｘ１
の
取
得
し
た
保
険
金
を
事
実
上
は
自
由
に
取
得
で
き
る
状
況
に
あ

っ
た
と
は
い
え
、
Ｘ
ら
は
法
人
や
制
限
能
力
者
で
は
な
く
、
か
つ
、

Ｂ
と
い
う
存
在
を
通
じ
て
利
益
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に

い
う
、「
直
接
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
仮
に

保
険
者
か
ら
の
保
険
金
の
受
領
、
そ
し
て
管
理
・
処
分
を
故
殺
者
が

自
ら
の
意
思
で
、
直
接
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
る
の

を
「
利
益
の
『
直
接
』
の
享
受
者
」
と
い
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
件

の
Ｃ
、
Ｄ
は
「
直
接
」
で
は
な
く
、「
間
接
」
の
享
受
者
に
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
右
の
意
味
で
こ
れ
を
「
直
接
」
と

判 例 研 究

153



い
う
と
し
た
ら
、
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
視
で
き
る
対
象
者

は
、
殺
害
に
直
接
関
与
し
た
Ｃ
、
Ｄ
だ
け
で
な
く
、
Ｂ
を
Ｃ
、
Ｄ
の

一
味
と
み
る
こ
と
で
、
利
益
を
「
直
接
」
に
享
受
し
う
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
本
件
に
お
い
て
、
Ｂ

は
Ａ
の
殺
害
行
為
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
Ｃ
、
Ｄ
と
共

謀
・
教
唆
し
た
と
の
事
実
認
定
も
な
い
。
し
か
し
、
Ｂ
は
Ｃ
と
同
居

し
生
計
を
一
に
し
て
い
た
（
経
済
的
一
体
性
が
あ
っ
た
。）
と
の
事

実
認
定
も
あ
り
、
さ
ら
に
Ｘ１
は
、
娘
で
あ
る
Ｂ
に
対
し
て
は
、
Ｂ
の

求
め
る
ま
ま
、
保
険
金
を
含
む
金
員
を
は
じ
め
、
あ
る
限
り
の
資
産

を
与
え
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
旨
の
事
実
、
Ｂ
が
Ｃ
ら
の
求
め
る
ま
ま

Ｘ１
の
口
座
か
ら
金
員
を
引
き
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
の
三
人
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
よ
う
な
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
本
件
判
旨
に
お
い
て

は
「
実
質
的
支
配
」
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
「
実
質
的

支
配
」
が
な
く
て
も
「
利
益
の
直
接
的
享
受
」
に
当
た
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
本
件
事
例
に
お
い
て
も
、
Ｃ
、
Ｄ
は
Ｘ
ら
の
生
活
や

財
産
を
全
面
的
に
支
配
し
て
い
る
と
の
認
定
は
な
い
も
の
の
、
Ｂ
が

通
帳
を
管
理
し
、
預
金
の
引
き
出
し
等
を
自
由
に
行
っ
て
い
た
事
実

を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
（
少
な
く
と
も
保
険
金
の
管
理
に
つ
い
て
い

う
な
ら
ば
）、
こ
こ
に
「
利
益
の
直
接
的
享
受
」
の
前
提
と
し
て
の

「
実
質
的
支
配
」
も
存
在
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
Ｃ
、
Ｄ
（
及
び
Ｂ
）
が
Ｘ
ら
の
保
険
金
（
が
入
る
銀
行
通

帳
）
を
「
実
質
的
に
支
配
」
し
、
そ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
保
険
金
の

「
利
益
を
直
接
に
享
受
」
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
解
し
う
る
こ
と
に

な
り
、
先
に
み
た
「
実
質
的
支
配
」
と
は
「
利
益
の
直
接
享
受
」
の

前
提
あ
る
い
は
判
断
要
素
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
と
も
整
合
す
る
。

た
だ
し
、「
実
質
的
支
配
」
の
意
義
は
、
一
人
で
保
険
金
受
取
人
の

全
生
活
や
全
財
産
関
係
を
独
占
的
に
管
理
下
に
置
い
て
い
る
場
合
の

み
で
は
な
く
、
保
険
契
約
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
支
配
・
管
理
し
て

い
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
、
と
い
う
場
合
も
含
め
、
や
や
幅
を

も
っ
て
解
し
う
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
仮
に
こ
の
よ
う
に
構
成
す
る
な

ら
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Ｃ
、
Ｄ
と
Ｂ
と
の
一
体
性
、
あ
る
い
は

Ｂ
を
用
い
て
Ｘ
ら
を
支
配
し
、
Ｘ
ら
に
対
し
て
影
響
力
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
示
す
上
記
諸
事
実
を
も
っ
て
、
Ｃ
、
Ｄ
（
及
び
Ｂ
）
に

よ
り
、
Ｘ
ら
を
「
実
質
的
に
支
配
」
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
Ｃ
、
Ｄ

が
保
険
金
取
得
に
よ
る
「
利
益
を
直
接
に
享
受
」
す
る
、
と
判
ず
る

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
仮
に
「
実
質
的
支
配
」
と
「
利
益
の
直
接
享
受
」
の
基
準

は
並
立
し
、「
実
質
的
支
配
」
は
な
く
と
も
「
利
益
の
直
接
享
受
」

が
あ
る
、
と
解
す
る
場
合
、「
直
接
」
の
意
味
は
、
上
記
の
よ
う
な

意
味
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
金
の
受
領
・
管
理
・

処
分
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
も
Ｂ
と
い
う
第
三
者
を
経
由
し
て
で
あ
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り
、
利
益
の
攫
取
と
い
う
点
で
は
故
殺
者
で
あ
る
Ｃ
、
Ｄ
の
意
思
は

直
接
及
ば
な
い
も
の
の
、
経
済
的
利
益
は
他
者
に
散
逸
せ
ず
、
事
実

上
そ
の
大
半
が
Ｃ
、
Ｄ
に
帰
属
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
、
と
い
う

意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
え
る
。
た
だ
「
利
益
の
直
接
享
受
」

を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
Ｃ
、
Ｄ
の
意
思
に
よ
ら
ず
し
て
、

Ｘ１
及
び
Ｂ
と
い
う
意
思
能
力
も
行
為
能
力
も
あ
る
者
の
自
由
意
思
に

よ
り
な
が
ら
も
、
保
険
金
取
得
に
よ
る
利
益
が
最
終
的
に
ほ
ぼ
全
額

Ｃ
、
Ｄ
に
帰
属
す
る
こ
と
、
Ｃ
、
Ｄ
に
被
保
険
者
故
殺
に
よ
っ
て
保

険
金
（
相
当
額
）
が
（
Ｂ
経
由
で
）
自
身
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う

認
識
が
あ
る
こ
と
を
、
Ｘ１
と
Ｂ
、
Ｂ
と
Ｃ
、
Ｄ
の
関
係
か
ら
認
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
本
件
の
認
定
事
実
に
お
い
て
は
、
Ｘ１
が
Ｂ
に
は
あ

る
限
り
の
資
産
を
与
え
る
つ
も
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ

ま
で
も
事
実
上
、
Ｂ
の
望
む
ま
ま
、
Ｃ
の
事
業
継
続
の
た
め
に
そ
う

し
て
き
た
こ
と
、
Ｂ
と
Ｃ
、
Ｄ
が
経
済
的
利
害
を
共
通
に
し
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
後
述
す
る
Ｃ
、
Ｄ
の
動
機
等
が
問
題
と
な
ろ
う
。

本
件
判
決
は
、
法
人
の
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
事
例
に
お
い
て
、

法
人
と
故
殺
者
と
を
同
一
視
し
う
る
場
合
を
、
高
度
の
支
配
力
を
持

つ
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
等
、
会
社
の
利
益
と
故
殺
者
個
人
の
利
益
と
が

共
通
す
る
場
合
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
保
険
金
受

取
人
が
自
然
人
の
事
例
に
お
い
て
、
保
険
金
受
取
人
の
保
険
金
収
受

に
対
す
る
認
識
が
考
慮
要
素
と
さ
れ
た
昭
和
六
二
年
判
決
及
び
平
成

二
一
年
判
決
の
系
譜
か
ら
す
れ
ば
、「
利
益
の
直
接
享
受
」
に
お
け

る
「
直
接
」
の
意
味
、
あ
る
い
は
「
実
質
的
支
配
」
の
意
味
に
つ
き
、

や
や
そ
の
意
味
・
範
囲
の
拡
張
を
示
唆
し
た
判
決
で
あ
る
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
結
論
と
し
て
は
本
件
判
決
を
支
持
し
た
い
。

も
と
よ
り
、
平
成
一
四
年
判
決
を
巡
る
評
価
に
お
い
て
、
上
記
二
基

準
の
相
互
の
関
係
及
び
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
あ
る
中
、

更
な
る
判
決
例
の
集
積
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
保
険
者
免
責
を
認
め
る
要
件
（
あ
る

い
は
要
素
）
と
し
て
、
故
殺
者
に
保
険
金
取
得
目
的
は
必
要
か
否
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
被
保
険
者
殺
害
の
「
動
機
」
に
は
、
怨
恨
等

全
く
の
個
人
的
な
理
由
、
会
社
内
で
の
主
導
権
争
い
、
保
険
金
取
得

目
的
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
行
為
の
動
機
が
上
記
「
実
質
的
支
配
」

を
認
定
す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
会
社
内
で

の
主
導
権
争
い
と
い
っ
た
動
機
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ

う
が
、
一
般
に
問
題
と
な
る
の
は
保
険
金
取
得
目
的
の
有
無
で
あ
る
。

昭
和
六
二
年
判
決
も
、
保
険
金
取
得
目
的
（
詐
取
目
的
）
を
認
定
し

て
、
保
険
者
を
免
責
す
る
理
由
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
本
件
判
決
に

お
い
て
も
、「
Ｃ
、
Ｄ
両
名
が
Ｂ
を
通
じ
て
本
件
保
険
金
を
Ｘ
ら
か

ら
支
出
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
得
る
目
的

で
Ａ
に
本
件
保
険
契
約
を
締
結
さ
せ
、
Ａ
の
殺
人
を
目
論
ん
だ
こ
と

…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
点
、
保
険
者
免
責
と
す
る
要
件
と
し
て
故
殺
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者
の
保
険
金
取
得
目
的
を
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
立
場
（
中
西
、

前
掲
五
〇
頁
、
榊
素
寛
「
判
批
」
商
事
法
務
一
八
〇
二
号
（
平
成
一

九
年
）
五
〇
頁
、
山
下
・
前
掲
四
七
六
頁
の
注

）
と
、
必
要
と
す

71)

る
立
場
（
潘
阿
憲
「
保
険
金
支
払
義
務
と
免
責
事
由
」『
新
版

生

命
保
険
の
法
律
問
題
』
金
融
商
事
判
例
一
一
三
五
号
（
平
成
一
四

年
）
一
一
〇
頁
以
下
。
な
お
、
洲
崎
博
史
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
平
成
五
年
）
一

一
一
頁
で
は
、
保
険
契
約
の
締
結
に
自
ら
関
与
し
た
法
人
の
代
表
者

に
よ
る
故
殺
以
外
の
場
合
に
、
江
頭
・
前
掲
五
一
七
頁
で
は
、
法
人

の
実
質
的
オ
ー
ナ
ー
以
外
の
者
に
よ
る
故
殺
の
場
合
に
、
保
険
金
取

得
目
的
が
問
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。）、
あ
る
い
は
他
の
要
素
と
と
も

に
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
立
場
（
高
部
・
前
掲
一
九
四

頁
）
が
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、「
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
者
」

の
故
意
の
事
故
招
致
の
際
の
保
険
金
取
得
目
的
に
つ
い
て
は
、
保
険

者
免
責
の
要
件
と
し
て
は
こ
れ
を
問
わ
な
い
、
と
し
た
最
判
昭
和
四

二
年
一
月
三
一
日
と
の
整
合
性
か
ら
す
れ
ば
、
保
険
金
取
得
目
的
は
、

保
険
者
免
責
の
要
件
と
し
て
常
に
必
要
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

た
だ
し
、
保
険
契
約
者
・
保
険
金
受
取
人
と
故
殺
者
と
の
同
一
性
を

問
題
と
す
る
と
き
、
保
険
契
約
者
・
保
険
金
受
取
人
と
故
殺
者
と
の

関
係
性
を
判
断
す
る
そ
の
他
の
要
素
と
と
も
に
、
両
者
の
同
一
性
を

判
断
す
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
問
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
特
に
上
記

の
よ
う
に
、「
実
質
的
支
配
」
に
し
て
も
「
利
益
の
『
直
接
』
享
受
」

に
し
て
も
少
し
幅
を
持
た
せ
て
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
度
合
い
が

相
対
的
に
薄
い
と
き
に
は
、
保
険
金
取
得
目
的
の
有
無
が
保
険
者
免

責
の
可
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
（
藤
田
友
敬
「
判

批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
保
険
法
判
例
百
選
（
平
成
二
二
年
）
一
七
一

頁
）。

追
記
：
本
件
判
決
に
関
す
る
評
釈
に
は
、
𡈽
岐
孝
宏
・
法
学
セ
ミ

ナ
ー
六
八
二
号
（
平
成
二
三
年
）
一
三
一
頁
、
石
田
満
・
保
険
毎
日

新
聞
（
二
〇
一
一
年
八
月
二
四
日
付
）
四
頁
が
あ
る
。堀

井

智
明
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